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開 発 許 可 の 手 引 新 旧 対 照 表

ペ ー ジ 新 旧

表 紙 都 市計 画 法 に よ る開 発 許 可 の 手 引 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 改 訂 版 ）

旭 川市 地 域 振 興 部

【 修 正 】

都 市 計 画 法 に よ る 開 発 許 可 の 手 引 （ 令 和 ４ 年 １ １ 月 改 定 版 ）

旭 川 市 地 域 振 興 部

Ⅰ 開 発 許 可 制 度 の あ ら ま し

Ⅰ 開 発 許 可 制 度の あ ら ま し （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ）

【 修 正 】

改 定 令 和 ５ 年 4 月 1 日

【 追 加 】

Ⅰ 開 発許 可 制 度 のあ ら ま し （令 和 ４ 年 １ １ 月 １ ０ 日 ）

P4 第 １ 号 主 に 周 辺 地 域 居 住者 の 利 用 に供 す る 学 校， 診 療 所， 社会

福 祉 施 設 等， 又 は日 常 生 活 に必 要 な 物 品 の販 売， 修 理等

の 業 務 を 営 む 店 舗等 の 建 築 物の 建 築 の 用 に供 す る 目 的で

行 う 開 発 行 為

第 ２ 号 鉱 物 ・ 観 光 資 源 等の 有 効 利 用上 必 要 な 建 築物 等 の 建 築の

用 に 供 す る 目 的 で行 う 開 発 行為

第 ３ 号 温 度， 湿 度， 空 気等 特 別 の 条件 を 必 要 と する 事 業 の 用に

供 す る 建 築 物 等 の建 築 の 用 に供 す る 目 的 で行 う 開 発 行為

第 ４ 号 農 林 漁 業 用 建 築 物（ 政 令 第 ２０ 条 非 該 当） 又 は 農 林 水産

物 の 処 理， 貯 蔵， 加 工 の た めに 必 要 な 建 築物 等 の 建 築の

用 に 供 す る 目 的 で行 う 開 発 行為

第 ５ 号 特 定 農 山 村 地 域 にお け る 農 林業 等 活 性 化 基盤 施 設 で ある

建 築 物 の 建 築 の 用に 供 す る 目的 で 行 う 開 発行 為

第 ６ 号 中 小 企 業 の 事 業 の共 同 化， 又は 工 場 ・ 店 舗等 の 集 団 化に

寄 与 す る 事 業 の 用に 供 す る 建築 物 等 の 建 築の 用 に 供 する

目 的 で 行 う 開 発 行為

第 ７ 号 既 存 工 場 と の 密 接な 関 連 を 有す る 事 業 で 事業 活 動 に 必要

な 建 築 物 等 の 建 築の 用 に 供 する 目 的 で 行 う開 発 行 為

第 ８ 号 火 薬 庫 等 危 険 物 の貯 蔵， 処 理に 供 す る 施 設で 市 街 化 区域

で 行 う こ と が 不 適当 な も の の建 築 物 等 の 建築 の 用 に 供す

る 目 的 で 行 う 開 発行 為

第 ８ 号 の ２ 災 害 危 険 区 域等 に お け る開 発 行 為 を 行う の に 適 当で

な い 区 域 内 に 存 す る 建 築物 等 に 代 わ るべ き 建 築 物等

の 建 築 又 は 建築 の 用 に 供す る 目 的 で 行う 開 発 行 為

第 ９ 号 前 号 以 外 の 建 築 物等 で 沿 道 施設 や 火 薬 類 製造 所 等， 市街

化 区 域 内 で 行 う こと が 困 難 又は 不 適 当 な もの の 建 築 物等

の 建 築 の 用 に 供 する 目 的 で 行う 開 発 行 為

第 10 号 地 区 計 画 又 は 集 落地 区 計 画 の区 域 内 に お いて， 地 区 整備

計 画 に 定 め ら れ た内 容 に 適 合す る 建 築 物 等の 建 築 の 用に

第 １ 号 主 に 周 辺 地 域 居 住 者 の 利 用 に 供 する 学 校， 診療 所， 社 会

福 祉 施 設 等， 又 は 日 常 生 活 に 必 要な 物 品 の 販売， 修 理 等

の 業 務 を 営 む 店 舗 等 の 建 築 物 の 建築 の 用 に 供す る 目 的 で

行 う 開 発 行 為

第 ２ 号 鉱 物 ・ 観 光 資 源 等 の 有 効 利 用 上 必要 な 建 築 物等 の 建 築 の

用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為

第 ３ 号 温 度， 湿 度， 空 気 等 特 別 の 条 件 を必 要 と す る事 業 の 用 に

供 す る 建 築 物 等 の 建 築 の 用 に 供 する 目 的 で 行う 開 発 行 為

第 ４ 号 農 林 漁 業 用 建 築 物（ 政 令 第 ２ ０ 条非 該 当） 又は 農 林 水 産

物 の 処 理， 貯 蔵， 加 工 の た め に 必要 な 建 築 物等 の 建 築 の

用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為

第 ５ 号 特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等活 性 化 基 盤施 設 で あ る

建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で行 う 開 発 行為

第 ６ 号 中 小 企 業 の 事 業 の 共 同 化， 又 は 工場 ・ 店 舗 等の 集 団 化 に

寄 与 す る 事 業 の 用 に 供 す る 建 築 物等 の 建 築 の用 に 供 す る

目 的 で 行 う 開 発 行 為

第 ７ 号 既 存 工 場 と の 密 接 な 関 連 を 有 す る事 業 で 事 業活 動 に 必 要

な 建 築 物 等 の 建 築 の 用 に 供 す る 目的 で 行 う 開発 行 為

第 ８ 号 火 薬 庫 等 危 険 物 の 貯 蔵， 処 理 に 供す る 施 設 で市 街 化 区 域

で 行 う こ と が 不 適 当 な も の の 建 築物 等 の 建 築の 用 に 供 す

る 目 的 で 行 う 開 発 行 為

第 ８ 号 の ２ 災 害 危 険 区 域 等 に お け る 開 発行 為 を 行 うの に 適 当 で

な い 区 域 内 に 存 す る 建 築 物 等に 代 わ る べき 建 築 物 等

の 建 築 又 は 建 築 の 用 に 供 す る目 的 で 行 う開 発 行 為

第 ９ 号 前 号 以 外 の 建 築 物 等 で 沿 道 施 設 や火 薬 類 製 造所 等， 市 街

化 区 域 内 で 行 う こ と が 困 難 又 は 不適 当 な も のの 建 築 物 等

の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開発 行 為

第 10 号 地 区 計 画 又 は 集 落 地 区 計 画 の 区 域内 に お い て， 地 区 整 備

計 画 に 定 め ら れ た 内 容 に 適 合 す る建 築 物 等 の建 築 の 用 に
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注 １ 法 第 ３ ４ 条の 立 地 上 の 基 準 に つ い て は， 開 発 区 域 及 び 開 発 区 域 周

辺 の 状 況 並び に 市 街 化 調 整 区 域 内 に 立 地 し な け れ ば な ら な い 合 理

的 理 由 等 によ り 個 別 具 体 的 に 判 断 し， 許 可 す る こ と に な り ま す の

で 全 て が 許可 に な る と は 限 り ま せ ん。 法 第 ３ ４ 条 第 １ 号 か ら 第 １

３ 号 の う ち， 現 時 点 で 本 市 に お い て 通 常 許 可 し 得 る 可 能 性 が あ る

も の に つ いて は， 第 ２ 章 第 ４ 節 に て 法 第 ３ ４ 条 の 運 用 基 準 を 定 め

て お り ま す。 具 体 的 内 容 に つ い て は， 事 前 に 都 市 計 画 課 に 相 談 し

て く だ さ い。

注 ２ 法 第 ３ ４ 条第 １ ２ 号 で 定 め る 開 発 行 為 は， 表 ２ － １ － ２ 旭 川 市 都

市 計 画 施 行条 例 で 定 め る 開 発 行 為 及 び 建 築 行 為 を 参 照 し て く だ さ

い。

注 ３ 法 第 ３ ４ 条第 １ ４ 号 で 旭 川 市 開 発 審 査 会 の 議 を 経 る も の は， 表 ２

－ １ － ３ 旭川 市 開 発 審 査 会 審 査 基 準 を 参 照 し て く だ さ い。

【 削 除 】

注 １ 法第 ３ ４ 条 の立 地 上 の 基準 に つ い て は， 開 発 区 域 及 び 開 発 区 域 周

辺の 状 況 並 びに 市 街 化 調整 区 域 内 に 立 地 し な け れ ば な ら な い 合 理

的理 由 等 に より 個 別 具 体的 に 判 断 し， 許 可 す る こ と に な り ま す の

で全 て が 許 可に な る と は限 り ま せ ん。 法 第 ３ ４ 条 第 １ 号 か ら 第 １

３号 の う ち， 現 時 点 で 本市 に お い て 通 常 許 可 し 得 る 可 能 性 が あ る

もの に つ い ては， 第 ２ 章第 ４ 節 に て 法 第 ３ ４ 条 の 運 用 基 準 を 定 め

てお り ま す。 具 体 的 内 容に つ い て は， 事 前 に 都 市 計 画 課 に 相 談 し

てく だ さ い。

注 ２ 法第 ３ ４ 条 第１ ２ 号 で 定め る 開 発 行 為 は， 表 ２ － １ － ２ 旭 川 市 都

市計 画 施 行 条例 で 定 め る開 発 行 為 及 び 建 築 行 為 を 参 照 し て く だ さ

い。

注 ３ 法第 ３ ４ 条 第１ ４ 号 で 旭川 市 開 発 審 査 会 の 議 を 経 る も の は， 表 ２

－１ － ３ 旭 川市 開 発 審 査会 審 査 基 準 を 参 照 し て く だ さ い。

供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為

第 11 号 市 街 化 区 域 と 一 体的 な 日 常 生活 圏 を 構 成 して い る ５ ０ 戸

以 上 の 建 築 物 が 連た ん し て いる 地 域 の う ち周 辺 環 境 の保

全 上 支 障 の な い 建築 物 等 の 建築 の 用 に 供 する 目 的 で 行う

開 発 行 為 で 市 の 条例 で 指 定 され た 土 地 の 区域 内 で 行 うも

の

第 12 号 開 発 区 域 の 周 辺 にお け る 市 街化 を 促 進 す るお そ れ が ない

と 認 め ら れ， か つ， 市 街 化 区域 内 に お い て行 う こ と が困

難 又 は 不 適 当 と 認め ら れ る もの で， 周 辺 環境 の 保 全 上支

障 の な い 建 築 物 等の 用 に 供 する 目 的 で 行 う開 発 行 為 で市

の 条 例 ( 表 ２ － １ － ２ ) で 区 域， 目 的 又 は予 定 建 築 物等

の 用 途 を 限 り 定 めら れ た も の

第 13 号 既 存 権 利 の 届 出 を行 い ５ 年 以内 に 開 発 行 為の 完 了 し た区

域 内 で 行 う 建 築 物等 の 建 築 の用 に 供 す る 目的 で 行 う 開発

行 為

第 14 号 旭 川 市 開 発 審 査 会の 議 を 経 たも の ( 表 ２ － １ － ３ ) で，

そ の 他 や む を 得 ない 開 発 行 為

【 追 加】

供す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為

第 11 号 市 街 化 区 域 と 一 体 的 な 日 常 生 活 圏 を 構 成 し て い る ５ ０ 戸

以 上 の 建 築 物 が 連 た ん し て い る 地 域 の う ち 周 辺 環 境 の 保

全 上 支 障 の な い 建 築 物 等 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う

開 発 行 為 で 市 の 条 例 で 指 定 さ れ た 土 地 の 区 域 内 で 行 う も

の

第 12 号 開 発 区 域 の 周 辺 に お け る 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い

と 認 め ら れ， か つ， 市 街 化 区 域 内 に お い て 行 う こ と が 困

難 又 は 不 適 当 と 認 め ら れ る も の で， 周 辺 環 境 の 保 全 上 支

障 の な い 建 築 物 等 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為 で 市

の 条 例 で 区 域， 目 的 又 は 予 定 建 築 物 等 の 用 途 を 限 り 定 め

ら れ た も の

第 13 号 既 存 権 利 の 届 出 を 行 い ５ 年 以 内 に 開 発 行 為 の 完 了 し た 区

域 内 で 行 う 建 築 物 等 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発

行 為

第 14 号 旭 川 市 開 発 審 査 会 の 議 を 経 た も の で， そ の 他 や む を 得 な

い 開 発 行 為
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P16 法第３４条第２号（鉱物資源，観光資源の有効な利用上必要な建築物等）

１ 鉱物資源

鉱物資源とは，採石及び，砂・砂利・玉石，窯業原料用鉱物，その

他の鉱物等，当該市街化調整区域内において産出する鉱物をいう。

(1) 鉱物資源の有効な利用上必要な建築物等

当該鉱物の採鉱，選鉱作業に関連するもの及びそれを原料とする

セメント，生コンクリート，粘土かわら，砕石等の製造業の用に供

する建築物又は特定工作物をいう。

(2) 鉱物資源の有効な利用上必要な建築物等の基準

次のいずれにも該当すること。

ア 建築物等は，当該鉱物の産出する場所に近接する等事業上合

理的な位置に建築又は建設されるものであること。

イ 当該施設で発生する騒音や振動の対策，排水の処理等が適切

であること。

２ 観光資源

観光資源とは，歴史的な経緯，本市の観光施策及び方針，観光客の

集客数から客観的に判断して認められる史跡，名勝，文化財，景勝地

等をいう。

(1) 観光資源の有効な利用上必要な建築物

観光資源を直接鑑賞するための展望台並びに駐車場管理施設，

案内施設，トイレ及び休憩所等のほか，旭山公園周辺に必要と認

められる建築物に限る。

(2) 観光資源の有効な利用上必要な建築物の基準

次のいずれにも該当すること。

法第３４条第２号（鉱物資源，観光資源の有効な利用上必要な建築物等）

１ 鉱物資源

鉱物資源とは，採石及び，砂・砂利・玉石，窯業原料用鉱物，その他

の鉱物等，当該市街化調整区域内において産出する鉱物をいう。

２ 鉱物資源の有効な利用上必要な建築物等

当該鉱物の採鉱，選鉱作業に関連するもの及びそれを原料とするセメ

ント，生コンクリート，粘土かわら，砕石等の製造業の用に供する建築

物又は特定工作物をいう。

３ 鉱物資源の有効な利用上必要な建築物等の基準

次のいずれにも該当すること。

（１） 建築物等は，当該鉱物の産出する場所に近接する等事業上合

理的な位置に建築又は建設されるものであること。

（２） 当該施設で発生する騒音や振動の対策，排水の処理等が適切

であること。

４ 観光資源

観光資源とは，歴史的な経緯，本市の観光施策及び方針，観光客の

集客数から客観的に判断して認められる史跡，名勝，文化財，景勝地

等をいう。

５ 観光資源の有効な利用上必要な建築物

観光資源を直接鑑賞するための展望台並びに駐車場管理施設，案内施

設，トイレ及び休憩所等のほか，旭山公園周辺に必要と認められる建築

物に限る。

６ 観光資源の有効な利用上必要な建築物の基準

次のいずれにも該当すること。
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ア 観光資源に，隣接又は近接し，必要最小限の規模であること。

イ 観光資源の価値及び周辺の自然環境や景観を損ねるもので

なく，調和するものであること。

ウ 旭山公園周辺に必要と認められる建築物については，別に

定める基準にも適合すること。

【 修 正 】

（１） 観光資源に，隣接又は近接し，必要最小限の規模であること。

（２） 観光資源の価値及び周辺の自然環境や景観を損ねるものでな

く，調和するものであること。

（３） 旭山公園周辺に必要と認められる建築物については，別に定め

る基準にも適合すること。

P31 基準１第４号 廃校となった建築物の利活用に伴う用途変更

（趣旨）

１ 社会経済情勢の変化等により，廃校となった建築物の利活用の為

に用途の変更を

行う場合において，都市の秩序や農林漁業との調和を損ねることの

ないような制限

について，必要な事項を定めるものとする。

（用途の変更をしてはならない建築物の用途）

２ 以下の各号の建築物への用途の変更をしてはならない。

（１）建築基準法別表第２ ( る ) 一 に掲げる事業を営む工

場。ただし，農林水産物等を原料とした ( 十五 ) （十七）

( 十九 ) （二十九）の工場は，この限りでない。

【 修 正 】

基準１第４号 廃校となった建築物の利活用に伴う用途変更

（趣旨）

１ 社会経済情勢の変化等により，廃校となった建築物の利活用の為に

用途の変更を

行う場合において，都市の秩序や農林漁業との調和を損ねることのな

いような制限

について，必要な事項を定めるものとする。

（用途の変更をしてはならない建築物の用途）

２ 以下の各号の建築物への用途の変更をしてはならない。

（１）建築基準法別表第２ ( ぬ ) 一 に掲げる事業を営む工場。

ただし，農林水産物等を原料とした ( 十五 ) （十七） ( 十九)

（ 二十九）の工場は，この限りでない。

P37
【 修 正 】
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P51

【 修 正 】

図書の名称 明示内容及び添付図書 提出部 備 考 区分
１ （全体）工事完了届出書 １ （様式第３０号）
２ )工事完了届出書（公共施設 １ （様式第３１号）

３ 土地利用計画図
・位置図
地番図を記載 区域に接する地番・ （
も含む ）。

９
・Ａ２版，指定の様式とする
・縮尺は５００分の１を標準
とする。

△

４ 排水施設計画図 土地利用計画図で不明の場合に添・
付

９ ・Ａ２版，指定の様式とする。 △

５ （ ）公共施設台帳 用地図
・位置図
・区域及び区域に接する地番
・公用地の確定寸法
・区域及び工区の区分
・用地杭の位置 ・道路幅員

３
・Ｂ２版，指定の様式とする

・縮尺は１０００分の１を

標準とする。

・道路が複数ある場合は，各道

〇

６ （ ）公共施設台帳 施設図

・公共用地の出来形の寸法
・公共施設
位置 出来形の寸法 幅員 定規， ， ，
図，勾配，延長
及び作工図等
・ ， ，道路 公園用地内の占用物件位置

３

・Ｂ２版，指定の様式とする
・縮尺は１０００分の１を
標準とする。
・道路が複数ある場合は，各道
路と定規図が対比できるよう
にすること。

〇

７ （ ）不動産の目録 全体区域 ・地積測量図（公図の写し） 正 １
副 １

目録と公図を袋とじにしたも
の（様式第３２号）

８ （ ）不動産の目録 公共用地 ・地積測量図（公図の写し） １ （ ）公共用地の部分 様式第３２号 〇
９ 工事写真 ・全ての内容を記録した写真 １ Ａ４判の写真帳

10 出来形図
・土地利用計画図の白図
・用地杭間距離の再測値を記入 １

実測値は赤書きとする。

11 電子データ
上記の３から６ の内容につ・ 及び９
いて電子化したもの １

ファイルは は デー３から６ CAD

タ または 画像データ（ ）、JWW DXF

，９は データ（TIF 300dpi） PDF

CD-R CD-とし 記録媒体は または，
とする。RW

図書の名称 明示内容及び添付図書 提出部 備 考 区分
１ （全体）工事完了届出書 １ （様式第３０号）
２ )工事完了届出書（公共施設 １ （様式第３１号）

３ 土地利用計画図
・位置図
地番図を記載 区域に接する地番・ （
も含む ）。

９
・Ａ２版，指定の様式とする
・縮尺は５００分の１を標準
とする。

△

４ 排水施設計画図 土地利用計画図で不明の場合に添・
付

９ ・Ａ２版，指定の様式とする。 △

５ （ ）公共施設台帳 用地図
・位置図
・区域及び区域に接する地番
・公用地の確定寸法
・区域及び工区の区分
・用地杭の位置 ・道路幅員

２
・Ｂ２版，指定の様式とする

・縮尺は１０００分の１を

標準とする。

・道路が複数ある場合は，各道

〇

６ （ ）公共施設台帳 施設図

・公共用地の出来形の寸法
・公共施設
位置 出来形の寸法 幅員 定規， ， ，
図，勾配，延長
及び作工図等
・ ， ，道路 公園用地内の占用物件位置

２

・Ｂ２版，指定の様式とする
・縮尺は１０００分の１を
標準とする。
・道路が複数ある場合は，各道
路と定規図が対比できるよう
にすること。

〇

７ （ ）不動産の目録 全体区域 ・地積測量図（公図の写し） 正 １
副 １

目録と公図を袋とじにしたも
の（様式第３２号）

８ （ ）不動産の目録 公共用地 ・地積測量図（公図の写し） １ 公共用地の部分
（様式第３２号）

〇

９ 工事写真 ・全ての内容を記録した写真 １ Ａ４判の写真帳

10 出来形図
・土地利用計画図の白図
・用地杭間距離の再測値を記入 １

実測値は赤書きとする。

11 電子データ
上記の３から６までの内容につい・
て電子化したもの １

ファイルは データ（ またCAD JWW

DXF TIF 300dは 、画像データ（）
とし 記録媒体は またはpi CD-R） ，
とするCD-RW

P125
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【 修 正 】


